
第

千

三

百

三

十

九

号

平

成

十

四

年

四

月

三

十

日

(

火
曜
日)

目

次

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

二
六
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に

関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

福
利
厚
生
室)

二
六
八

○
有
害
興
行
の
指
定

(
青

少

年

室)

二
六
八

○
有
害
図
書
類
の
指
定

(
同

)

二
六
九

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更

(

水
産
振
興
室)

二
六
九

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

二
七
〇

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)
二
七
一

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)
二
七
一

公

示

○
岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程
に
基
づ
く
表
彰

(

人
事
管
理
室)

二
七
一

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

南

谷

信

子

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
五
条
中
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず

つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子(

配
偶
者
の
子
を
含
む
。)

を
養
育
す
る
職
員

が
、
そ
の
子
の
看
護(

負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。)

の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
に
お
い
て
五
日
の
範
囲

内
の
期
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日



告

示

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

二

十

歳

未

満

年

齢

階

層

四
、
二
五
○
円

四
、
四
一
三
円

六
、
四
一
一
円

七
、
〇
四
七
円

七
、
二
五
七
円

七
、
三
二
五
円

七
、
三
五
〇
円

六
、
八
六
九
円

六
、
一
六
四
円

五
、
三
一
六
円

四
、
二
五
〇
円

最

低

限

度

額

一
四
、
八
七
五
円

一
九
、
六
八
七
円

二
三
、
四
六
七
円

二
四
、
三
八
八
円

二
二
、
六
八
一
円

二
一
、
六
六
八
円

一
九
、
三
八
〇
円

一
六
、
五
八
五
円

一
三
、
四
四
二
円

一
三
、
四
〇
八
円

一
三
、
四
〇
八
円

最

高

限

度

額

映
画

種
類

七

十

歳

以

上

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

＜
介
護
Ｓ
Ｅ
Ｘ
お
義
父
さ
ん
､
や
め
て
！
＞

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

＜
不
純
な
和
服
妻
―
覗
か
れ
た
情
事
―
＞

チ
ョ
コ
レ
ー
ト

小
林
ひ
と
み
抱
き
た
い
女
､
抱
か
れ
た
い
女

変
態
催
眠
恥
唇
い
じ
め

欲
情
牝
乱
れ
し
ぶ
き

痴
漢
病
棟

痴
漢
レ
イ
プ
魔
淫
ら
な
訪
問
者

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
・
フ
ラ
イ
ド
・
ム
ー
ビ
ー

猥
褻
ス
ト
ー
カ
ー
暗
闇
で
抱
い
て
！

美
女
濡
れ
酒
場

介
護
Ｓ
Ｅ
Ｘ
お
義
父
さ
ん
､
や
め
て
！

初
熱
Love

Potion

不
純
な
和
服
妻
―
覗
か
れ
た
情
事
―

題
名

等

四
、
二
五
○
円

一
三
、
四
〇
八
円

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

ギ
ャ
ガ
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
東
宝
映
画

新
東
宝
映
画

ニ
ュ
ー
セ
レ
ク
ト

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
額
に
関
す
る
告
示(

平
成
四
年
岐
阜
県

告
示
第
二
百
三
十
七
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
正
後
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日(

以
下｢

適
用
日｣

と
い
う
。)

以
後
の
期
間
に
係
る

年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
適
用
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係

る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及

び
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

１
指
定
興
行
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雑
誌

種
類

B
U
B
K
A
M
ax

エ
ル
テ
ィ
ー
ン
Special

U
REC
C
O

C
ream

Suppin

お
宝
ガ
ー
ル
ズ

海
賊
N
o.1

(ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
)

図
書
類
の
題
名

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

＜
小
林
ひ
と
み
抱
き
た
い
女
､
抱
か
れ
た
い
女
＞

2002.
お
宝
ワ

2002.
エ
ル
テ
ィ

ー
ン
com
ic

５
月
号
増
刊

VO
L.36

2002.
５
月
号

Volum
e.191

2002.
５
月
号

N
o.118

2002.
５
月
号

N
o.190

2002.
５
月
号

増
刊
通
巻
第
41号

2002.
５
月
号

VO
L.27

月
日
号
等

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
近
代
映
画
社

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

ワ
イ
レ
ア
出
版
㈱

㈱
英
知
出
版

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
竹

書
房

発
行
所
､
制
作
社
名

新
日
本
映
像

長
良
川
中
央

漁
業
協
同
組

合美
濃
市
曽
代

一
番
地
の
三

揖
斐
川
中
部

漁
業
協
同
組

合揖
斐
郡
揖
斐

川
町
三
輪
二

七
四
四
番
地

の
四
〇

漁
業
権
者
の

名
称
及
び
住

所

レ
デ
ィ
ー
ス
・
コ
ミ
ッ
ク
微
熱

内
共
第
十

三
号
内
共
第
十

五
号

内
共
第
七

号 漁
業
権
の

免
許
番
号

板
取
川
の
美
濃
市
上
野
下
橋
下
流
左
岸
人
工
河
川
本

流
分
岐
点
か
ら
合
流
点
ま
で

二

特
定
釣
漁
場
の
廃
止

中
学
生
以
下

区

分

一

減
免
対
象
者
の
遊
漁
料
の
額
の
変
更

雑
魚
魚

種

遊
漁
料
の
額
の
変
更

変

更

内

容

あ
ゆ
、
雑
魚

魚

種

2002年
.
５
月

号 イ
ド
シ
ョ
ー

５
月
号
増
刊

VO
L.３

無
料

額 五
〇
〇
円

現
場
加
算
料

セ
ブ
ン
新
社

平
成

��･

�･

��

平
成

��･

�･

�

遊
漁
規
則

施
行
の
日

２
指
定
年
月
日

平
成
14年
４
月
26日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

岐
阜
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
も
の
を
有
害
図
書
類
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

１
指
定
図
書
類

２
指
定
年
月
日

平
成
14年
４
月
26日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五

種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓
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恵
那
漁
業
協

同
組
合

中
津
川
市
栄

町
七
番
地
三

〇 郡
上
漁
業
協

同
組
合

郡
上
郡
八
幡

町
有
坂
一
二

三
八
番
地

内
共
第
二

十
二
号

内
共
第
二

十
四
号

内
共
第
二

十
五
号

内
共
第
二

十
六
号

内
共
第
十

四
号

ガ
リ
、
コ
ロ
ガ

シ ア

漁
具
・
漁

法 次
の
ア
欄
に
掲
げ
る
漁
具
・
漁
法
は
、
イ
欄
に
掲

げ
る
区
域
内
で
、
ウ
欄
に
掲
げ
る
期
間
中
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

漁
具
・
漁
法
の
制
限
の
新
設

中
学
生
以
下

区

分

二

減
免
対
象
者
の
遊
漁
料
の
額
の
変
更

田
口
洞
川
の
本
川

及
び
支
派
川
全
域

区

域

一

禁
止
区
域
の
新
設

長
良
川
右
岸(

内

川)

の
美
濃
市
横

越
帯
工
下
流
端
か

ら
潜
り
橋
上
流
端

の
間 区

域

三

特
定
釣
漁
場
の
開
設
期
間
及
び
料
金
の
変
更

あ
ゆ
、
雑
魚

魚

種

中
津
川
の
中
川
橋
か

ら
上
流

落
合
川
の
島
田
川
合

流
点
か
ら
上
流

川
上
川
の
弁
天
橋
か

ら
上
流
島
橋
下
え
ん

堤
ま
で
の
区
域

阿
木
川
の
佐
渡
橋
上

流
え
ん
堤
上
流
端
か

ら
上
流
恵
那
大
橋
上

流
え
ん
堤
下
流
端
ま

で
の
区
域
及
び
大
谷

橋
か
ら
下
流
駅
南
橋

ま
で
の
区
域

阿
木
川
ダ
ム
の
ダ
ム

湖
全
域

付
知
川
の
杉
渡
瀬
橋

か
ら
上
流
岡
山
橋
ま

で
の
区
域

イ

区
域

一
月
一
日
か
ら

十
二
月
三
十
一

日
ま
で

期

間

十
月
一
日

か
ら
翌
年

三
月
三
十

一
日
ま
で

期

間
無
料

額

一
人
一
キ
ロ
グ
ラ

ム
二
、
五
〇
〇
円

小
中
学
生
は

一
、
五
〇
〇
円

料

金

あ
ゆ
を
除
く

全
魚
種

魚

種

一
月
一
日

か
ら
十
二

月
三
十
一

日
ま
で

ウ

期
間

平
成

��･

�･

��

平
成

��･

�･

��

馬
瀬
川
上
流

漁
業
協
同
組

合益
田
郡
馬
瀬

村
名
丸
五
番

の
八

内
共
第
三

十
二
号

あ
ま
ご
、
い
わ
な

あ
ゆ 魚

種

遊
漁
期
間
の
変
更

付
知
川
の
見
佐
島
橋

か
ら
上
流
新
田
瀬
橋

ま
で
の
区
域
及
び
知

原
橋
か
ら
下
流
四
〇

〇
メ
ー
ト
ル
の
間

二
月
一
日
以
降
で
組
合
が
定
め

て
公
表
す
る
日
か
ら
九
月
三
十

日
ま
で

五
月
十
一
日
以
降
で
組
合
が
定

め
て
公
表
す
る
日
か
ら
十
二
月

三
十
一
日
ま
で

期

間 一
月
一
日

か
ら
九
月

二
十
五
日

午
後
六
時

ま
で

平
成

��･

�･

�

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し

た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

一

起
業
者
の
名
称

板
取
村

二

事
業
の
種
類

板
取
村
板
取
中
央
地
区
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

岐
阜
県
武
儀
郡
板
取
村
字
下
老
洞
及
び
字
下
島
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

板
取
村
役
場
環
境
課
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県
道

道
路
の
種
類

下

呂

小

坂
線

路
線
名

益
田
郡
下
呂
町
大
字
三
原
字

マ
イ
バ
タ
一
三
一
番
の
一
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
少
ヶ
野

字
ヲ
ウ
ス
ナ
バ
一
四
五
二
番

の
一
五
地
先
ま
で

益
田
郡
下
呂
町
大
字
三
原
字

イ
カ
ダ
バ
四
六
番
の
二
地
先

か
ら

同

郡
同

町
大
字
少
ヶ
野

字
ヲ
ウ
ス
ナ
バ
一
四
五
二
番

の
一
五
地
先
ま
で

益
田
郡
下
呂
町
大
字
三
原
字

マ
イ
バ
タ
一
三
一
番
の
一
地

先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
少
ヶ
野

字
ヲ
ウ
ス
ナ
バ
一
四
五
二
番

の
一
五
地
先
ま
で

区

間

後
Ｂ Ａ

前
Ｂ

区
域
変
更
前
後
別

��･

�〜��･

�

�･

�〜��･

�

��･

�〜���･

�

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

���･

�

���･

�

���･
�

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
、

関
係
図

面
に
表

示
す
る

敷
地
の

区
分
を

い
う
。

備

考

県
道

道
路
の
種
類

金

山

上
之
保
線

路
線
名

益
田
郡
金
山
町
大
字
戸
部
字
藤
後

野
三
三
〇
一
番
の
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
同

字
諸
原

三
二
九
二
番
の
一
地
先
ま
で

区

間

���･

�

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成

��･

�･

��

供
用
開
始

の
期
日

平
成

��･

�･

��

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
基
盤
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
萩
原
建
設
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

岐
阜
県
告
示
第
二
百
九
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
基
盤
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
萩
原
建
設
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

公

示

○
岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程
に
基
づ
く
表
彰

岐
阜
県
知
事
は
、
次
の
と
お
り
表
彰
を
行
っ
た
の
で
、
岐
阜
県
職
員
表
彰
規
程(

昭
和
二
十
九
年
岐

阜
県
訓
令
甲
第
九
号)

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓

表

彰

状

佐

藤

利

男

殿

あ
な
た
は
多
年
本
県
職
員
と
し
て
職
務
に
精
励
し
県
行
政
に
多
大
の
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た

よ
っ
て
岐
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阜
県
職
員
表
彰
規
程
に
よ
り
表
彰
し
ま
す

平
成
十
四
年
四
月
十
四
日

岐
阜
県
知
事

梶

原

拓
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平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
印
刷

平
成
十
四
年
四
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
番
地

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
番
地

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


